
 

1

信
託
業
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
二
十
七
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

(

受
託
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲)

 

第
二
条 

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

受
託
者
の
役
員(

取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。)
又
は
使
用
人 

二
・
三 

（
略
） 

 

(

受
託
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲)

 

第
二
条 

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

受
託
者
の
役
員(

取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。)

又
は
使
用
人 

 

二
・
三 

（
略
） 

(

運
用
型
信
託
会
社
の
最
低
資
本
金
の
額)

 

第
三
条 

（
略
） 

 

(

運
用
型
信
託
会
社
の
最
低
資
本
の
額)

 

第
三
条 

（
略
） 

(

管
理
型
信
託
会
社
の
最
低
資
本
金
の
額)

 

第
八
条 

（
略
） 

 

(

管
理
型
信
託
会
社
の
最
低
資
本
の
額)

 

第
八
条 

（
略
） 

(

信
託
会
社
等
の
営
業
保
証
金
の
取
戻
し)

 

第
十
二
条 

信
託
会
社
等
若
し
く
は
そ
の
承
継
人
又
は
当
該
信
託
会
社
等
の
た
め
に
営
業
保
証
金
を
供
託
し

た
者
は
、
当
該
信
託
会
社
等
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
て

い
た
営
業
保
証
金
の
全
部
を
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

信
託
会
社
等
の
本
店
等(

信
託
会
社
の
本
店
、
外
国
信
託
会
社
の
主
た
る
支
店
又
は
承
認
事
業
者
の
主

た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
を
い
う
。
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。)

の
位
置
の
変
更
に
よ
り
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
託
所
を
変
更
し
、
か
つ
、
当

該
変
更
後
の
供
託
所
に
営
業
保
証
金
の
全
部
を
供
託
し
た
場
合 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

(

信
託
会
社
等
の
営
業
保
証
金
の
取
戻
し)

 

第
十
二
条 

信
託
会
社
等
若
し
く
は
そ
の
承
継
人
又
は
当
該
信
託
会
社
等
の
た
め
に
営
業
保
証
金
を
供
託
し

た
者
は
、
当
該
信
託
会
社
等
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
供
託
し
て

い
た
営
業
保
証
金
の
全
部
を
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

信
託
会
社
等
の
本
店
等(

信
託
会
社
の
本
店
、
外
国
信
託
会
社
の
主
た
る
支
店
又
は
承
認
事
業
者
の
主

た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。)

の
位
置
の
変
更
に
よ
り
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
供
託
所
を
変
更
し
、
か
つ
、
当

該
変
更
後
の
供
託
所
に
営
業
保
証
金
の
全
部
を
供
託
し
た
場
合 

二 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 (

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法)

 

第
十
三
条 

信
託
会
社
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
委
託
者
に
対
し
、
そ
の
用

い
る
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。)

の
種
類
及
び

内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 (

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法)

 

第
十
三
条 
信
託
会
社
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
委
託
者
に
対
し
、
そ
の
用

い
る
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。)

の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 



 

2

(

信
託
会
社
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲)

 

第
十
四
条 
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

信
託
会
社
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
法
人
等 

イ 

次
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等
の
議
決
権(

⑴
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
金
銭

又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
で
あ
っ

て
委
託
者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
に
指
図
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
除
く
。)

の
数
の
合
計
が
、
当
該
法
人
等
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百

分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 

⑴
～
⑹ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

(

信
託
会
社
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
の
範
囲)

 

第
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

信
託
会
社
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
法
人
等 

イ 

次
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等
の
議
決
権(

⑴
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
金
銭

又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権(

委
託

者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
に
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
除
く
。)

の
数
の
合
計
が
、
当
該
法
人
等
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五

十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 

⑴
～
⑹ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
信
託
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
五
条 

法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
信
託
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
法
又
は
他
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
公
告
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
除
く
。
）
を
す

る
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
四
十
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

前
二
項 

第
一
項 

第
九
百
四
十
条
第
三
項 

こ
れ
ら
の 

同
項
の 

 

 

（
新
設
） 

 (

運
用
型
外
国
信
託
会
社
の
最
低
資
本
金
の
額)
 

第
十
六
条 

法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
一
億
円
に
相
当
す
る
金

額
と
す
る
。 

 (

運
用
型
外
国
信
託
会
社
の
最
低
資
本
の
額)

 

第
十
五
条 

法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
一
億
円
に
相
当
す
る
金

額
と
す
る
。 

 (

管
理
型
外
国
信
託
会
社
の
最
低
資
本
金
の
額)

 

第
十
七
条 

法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千
万
円
に
相
当
す
る

金
額
と
す
る
。 

 (

管
理
型
外
国
信
託
会
社
の
最
低
資
本
の
額)

 

第
十
六
条 
法
第
五
十
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
千
万
円
に
相
当
す
る

金
額
と
す
る
。 

 

（
外
国
信
託
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え

） 

第
十
八
条 

法
第
五
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
外
国
信
託
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
法
又
は
他
の
法

   

（
新
設
） 



 

3

律
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
会
社
法
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九

百
四
十
条
第
三
項
及
び
第
九
百
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
四
十
条
第
三
項 

こ
れ
ら
の 

同
項
の 

第
九
百
四
十
一
条 

こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
公
告
（
第
四
百

四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
告
を
除
く
。
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
同
じ
。
） 

信
託
業
法
又
は
他
の
法
律
（

会
社
法
を
除
く
。
）
の
規
定

に
よ
る
公
告 

 
 (

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
期
間)

 

第
十
九
条 

（
略
） 

 (

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
期
間)

 

第
十
七
条 

（
略
） 

 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
登
録
の
更
新
の
手
数
料)

 

第
二
十
条 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
登
録
の
更
新
の
手
数
料)

 

第
十
八
条 

（
略
） 

 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金)

 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金)

 

第
十
九
条 

（
略
） 

 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
内
容)

 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
内
容)

 

第
二
十
条 

（
略
） 

 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
に
係
る
権
利
の
実
行
の
手
続)

 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
に
係
る
権
利
の
実
行
の
手
続)

 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
の
取
戻
し)

 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

(
信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
営
業
保
証
金
の
取
戻
し)

 
第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

(

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法)

 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

(

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法)

 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

 

(

金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限)

 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

(

金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限)

 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

 



 

4

(

信
託
会
社
等
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

長
官
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の(

金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
信
託
会
社
及
び
外
国
信
託
会
社
に
係
る

も
の
を
除
く
。)
は
、
信
託
会
社
等
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
承
認 

五
～
十
三 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

 

(

信
託
会
社
等
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

  

一
～
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
六
条
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
承
認 

五
～
十
三 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

 

(

信
託
会
社
の
主
要
株
主
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

 

(

信
託
会
社
の
主
要
株
主
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

 

(

同
一
の
会
社
集
団
に
属
す
る
者
の
間
に
お
け
る
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任

)
 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

 

(

同
一
の
会
社
集
団
に
属
す
る
者
の
間
に
お
け
る
信
託
の
受
託
者
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任

)
 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

(

信
託
契
約
代
理
店
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
三
十
条 

（
略
） 

 

(

信
託
契
約
代
理
店
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
三
十
一
条 

長
官
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。)

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
委

任
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
三
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
承
認 

十
二 

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
の
受
理
、
公
示
、
通
知
、
調

査
、
意
見
を
述
べ
る
権
利
の
付
与
、
配
当
表
の
作
成
及
び
換
価 

２
・
３ 

（
略
） 

(

信
託
受
益
権
販
売
業
者
に
関
す
る
権
限
の
財
務
局
長
等
へ
の
委
任)

 

第
二
十
九
条 

長
官
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
信
託
受
益
権
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。)

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
委

任
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
三
号
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
承
認 

十
二 
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
の
受
理
、
公
示
、
通
知
、
調

査
、
意
見
を
述
べ
る
権
利
の
付
与
、
配
当
表
の
作
成
及
び
換
価 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 

  


